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訪
問
介
護
等
利
用
者
負
担
額

助
成
認
定
証
を
更
新
し
ま
す

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
を
対

象
に
、
訪
問
介
護
な
ど
の
介
護
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
者
自
己
負
担
額
を

助
成
す
る
認
定
証
を
発
行
し
て
い

ま
す
。
現
在
ご
利
用
の
助
成
認
定

証
の
有
効
期
限
は
６
月
30
日
º

で

す
。
更
新
の
結
果
は
６
月
末
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
（
申
請
は
不
要
）。

◆
助
成
対
象
サ
ー
ビ
ス
と
利
用
者

負
担
額
助
成
割
合

訪
問
介
護
・

訪
問
看
護
＝
７
％
、
通
所
介
護
・

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
＝
５
％

t
高
齢
者
支
援
室
@
内
線
２
６

８
４介

護
保
険
施
設
の
食
費
・
居

住
費
負
担
の
軽
減
の
更
新
申

請
は
お
早
め
に

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
を
対

象
に
、
介
護
保
険
施
設
の
居
住
費

と
食
費
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
負

担
限
度
額
認
定
証
を
発
行
し
ま

す
。
現
在
ご
利
用
の
助
成
認
定
証

の
有
効
期
限
は
６
月
30
日
º

で

す
。
減
額
認
定
を
受
け
て
い
る
方

は
更
新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◆
更
新
申
請
に
必
要
な
も
の

①

申
請
書
（
現
在
認
定
を
受
け
て
い

る
方
は
送
付
済
み
）、
②
６
月
30

日
ま
で
有
効
の
減
額
認
定
証
。

※
平
成
19
年
１
月
１
日
に
市
外

に
在
住
し
て
い
た
方
は
世
帯
全
員

の
平
成
19
年
度
の
住
民
税
非
課
税

証
明
書
が
必
要
で
す
。

▼
６
月
22
日
ª

ま
で
に
高
齢
者
支

援
室
（
市
役
所
１
階
⑪
番
窓
口
）

へ
提
出
す
る
。
郵
送
も
可
。

※
新
規
の
申
請
は
施
設
利
用
の

月
末
ま
で
に
減
額
認
定
の
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
同
室
@
内
線
２
６

８
４
へ
。

介
護
教
室
「
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
っ
て
何
？

〜
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の

上
手
な
使
い
方
」

対
象
は
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
関
心

の
あ
る
市
民
や
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

中
の
高
齢
者
や
そ
の
家
族
の
方
。

▽
７
月
３
日
∏

午
後
２
時
〜
４

時
、
連
雀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
で
。

▼
事
前
に
野
村
病
院
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
@
40
―
２
６
３
５
へ

申
し
込
む
。

t
高
齢
者
支
援
室
@
内
線
２
６

２
４こ

も
れ
び
　
ほ
っ
と
・
サ
ー

ク
ル
「
介
護
保
険
の
こ
と
何

で
も
聞
こ
う
会
パ
ー
ト
5
」

対
象
は
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の

方
。
市
の
担
当
職
員
を
囲
み
、

「
介
護
予
防
」
重
視
の
方
向
に
大

き
く
変
わ
っ
た
介
護
保
険
の
こ
と

や
高
齢
者
福
祉
の
こ
と
を
話
し
合

い
ま
し
ょ
う
。

▽
７
月
12
日
∫

午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分
、
ス
ペ
ー
ス
・
Ｓ
（
下

連
雀
１
丁
目
）
で
。
参
加
費
300

円
（
お
茶
代
）。

▼
６
月
18
日
∑

午
前
９
時
か
ら
、

同
サ
ー
ク
ル
@
080
―
３
３
８
４

―
６
９
９
４
へ
申
し
込
む
。

t
高
齢
者
支
援
室
@
内
線
２
６

２
４「

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
つ
ど

い
2
0
0
7
」
を
開
催

三
鷹
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
、
わ
く
わ
く
サ
ポ
ー
ト
三
鷹
、

三
鷹
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
）、
三
鷹
い

き
い
き
プ
ラ
ス
主
催
。
み
ん
な
で

定
年
後
の
生
き
方
、
働
き
方
を
考

え
ま
し
ょ
う
！

▽
７
月
１
日
∂

午
後
２
時
〜
４

時
、
産
業
プ
ラ
ザ
で
。

▼
当
日
、直
接
会
場
へ
。先
着
100
人
。

t
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
@

48
―
６
７
２
１

み
た
か
社
協
の

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
を
募
集

創
立
50
周
年
を
記
念
し
て
、
三

鷹
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
新
し
い

「
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
」
を
募
集
し

ま
す
。

◆
応
募
規
定

①
未
発
表
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
。

②
Ａ
４
版
白
色
用
紙
を
使
用
。
③

画
材
は
自
由
（
Ｃ
Ｇ
の
場
合
は
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
）。
④

彩
色
は
３
色
以
内
（
単
色
で
の
使

用
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）。
⑤

応
募
作
品
は
１
人
３
点
ま
で
（
用

紙
１
枚
に
つ
き
１
点
）。
⑥
入
賞

作
品
の
著
作
権
お
よ
び
使
用
権
は

主
催
者
に
帰
属
し
ま
す
。

◆
当
選
作
品

最
優
秀
賞
１
作
品
（
そ
の
ほ
か

優
秀
賞
を
選
出
し
ま
す
）。

◆
発
表

選
考
結
果
は
９
月
末
日
ま
で
に

通
知
し
ま
す
。
12
月
１
日
º

に
実

施
す
る
「
社
会
福
祉
協
議
会
創
立

50
周
年
記
念
式
典
」で
発
表
予
定
。

最
優
秀
作
品
に
は
、ク
オ
カ
ー
ド
、

ス
イ
カ
、
パ
ス
モ
ま
た
は
図
書
券

（
５
万
円
相
当
）
・
ジ
ブ
リ
美
術

館
招
待
券
（
２
枚
）
・
Ｃ
‐
カ
フ

ェ
優
待
券
を
贈
呈
。
そ
の
ほ
か
、

優
秀
賞
と
参
加
賞
の
記
念
品
あ

り
。

▼
７
月
10
日
∏

（
必
着
）
ま
で
に

直
接
ま
た
は
郵
送
で
、
作
品
裏
面

に
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話

番
号
・
学
生
の
方
は
学
校
名
と
学

年
を
記
入
し
「
〒
181
―
８
５
５

５
三
鷹
市
社
会
福
祉
協
議
会
」
へ

申
し
込
む
。

t
同
協
議
会
@
46
―
１
１
０
８

三
鷹
市
社
会
福
祉
協
議
会
で

臨
時
職
員
を
募
集

◆
勤
務
内
容

介
護
保
険
関
連
を

含
む
一
般
事
務

◆
勤
務
期
間

７
月
２
日
∑

〜
平

成
20
年
３
月
31
日

◆
勤
務
日
・
時
間

原
則
、
月
〜

木
曜
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
実
働
７
時
間
）

◆
報
酬

時
給
880
円

▼
６
月
20
日
π

ま
で
に
同
協
議
会

へ
履
歴
書
を
持
参
し
て
申
し
込

む
。

t
同
協
議
会
@
79
―
３
５
０
５

社
会
福
祉
法
人
巣
立
ち
会
で

職
員
を
募
集

◆
募
集
職
種

精
神
障
が
い
者
の

方
へ
の
①
作
業
指
導
員
、
②
作
業

指
導
員
補
助
、
③
食
事
作
り
。

◆
応
募
資
格

①
精
神
保
健
福
祉

士
で
普
通
自
動
車
免
許
を
お
持
ち

の
方
、
②
③
資
格
不
問
。

◆
勤
務
日
・
時
間

①
月
〜
金
曜

日
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
、
②

①
の
勤
務
日
の
う
ち
週
２
日
６
時

間
以
上
、
③
月
・
火
・
木
・
金
曜

日
午
後
３
時
〜
８
時
の
う
ち
週
１

日
以
上
、
時
間
応
相
談
。

◆
勤
務
場
所

通
所
施
設
ほ
か

く
わ
し
く
は
同
会
@
34
―
２
７

６
１
・

http://sudachikai.
eco.to/

へ
。

市
へ
の
寄
付

◆
三
鷹
市
の
福
祉
の
た
め
に

◇

５
万
円
　
パ
チ
ン
コ
ツ
バ
サ

（
敬
称
略
）�

HP

平
成
19
年
度
の
介
護
保
険
料
決

定
通
知
書（
ま
た
は
納
付
通
知
書
）

を
、７
月
２
日
∑
に
送
付
し
ま
す
。

保
険
料
は
、
本
人
や
世
帯
の
課
税

状
況
な
ど
を
基
に
算
出
し
て
い
ま

す
。
65
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被

保
険
者
）
の
保
険
料
は
下
表
の
と

お
り
で
す
。

◆
介
護
保
険
料
の
緩
和
措
置
を
行

い
ま
す

平
成
17
年
度
の
税
制
改
正
に
伴

い
、
保
険
料
が
上
が
っ
た
方
に
配

慮
す
る
た
め
、
一
定
の
基
準
を
満

た
す
方
を
対
象
に
、
平
成
19
年
度

保
険
料
額
の
緩
和
措
置
を
行
い
ま

す
（
申
請
は
不
要
）。

◇
対
象
　
次
の
①
ま
た
は
②
に
該

当
し
、
保
険
料
の
所
得
段
階
が
上

が
る
方
。
①
平
成
18
年
度
か
ら
課

税
対
象
と
な
っ
た
方
で
、
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
125
万
円
以
下
で
あ

り
、か
つ
、
平
成
17
年
１
月
１
日
に

お
い
て
年
齢
が
65
歳
以
上
で
あ
っ
た

方
、
②
①
と
同
世
帯
に
い
る
非
課

税
の
第
１
号
被
保
険
者
の
方
。

く
わ
し
く
は
、
高
齢
者
支
援
室

@
内
線
２
６
８
７
へ
。

所得段階 対象者 保険料率 保険料
（年額）

第1段階 老齢福祉年金の受給者で被保険者本人および世帯 基準額 24,000円
全員が住民税非課税の方、生活保護受給者 ×0.5

被保険者本人・世帯員とも住民税が非課税で、被 基準額
第2段階 保険者本人の課税年金収入とそのほかの所得の合 ×0.5 24,000円

計が80万円以下の場合

第3段階 被保険者本人・世帯員とも住民税が非課税で、第 基準額 36,000円
2段階に該当しない方　 ×0.75

第4段階 被保険者本人が住民税非課税（世帯に住民税を課 基準額 48,000円
税されている方がいる場合）の方 ×1

第5段階 被保険者本人に住民税が課税されていて、かつ合計 基準額 60,000円
所得額が200万円未満の場合 ×1.25

第6段階 被保険者本人に住民税が課税されていて、かつ合計 基準額 72,000円
所得額が200万円以上の場合 ×1.5

三
鷹
短
歌
会
五
月
の
秀
歌

（
選
と
評
）
金
田
　
義
直

土
つ
き
の
し
つ
と
り
重
き
筍
を
く
る
り
と

む
け
ば
春
の
香
た
ち
ぬ

棚
木
　
玲
子

﹇
評
﹈
朝
掘
っ
た
ば
か
り
の
筍
な
の
だ
ろ

う
。「
し
つ
と
り
と
重
き
」
は
的
確
な
表

現
。

自
が
書
き
し
小
六
の
時
の
作
文
を
弔
辞
に

読
み
て
義
母
を
送
り
ぬ

小
野
五
代
子

﹇
評
﹈
重
い
内
容
を
さ
ら
っ
と
詠
ん
で
成

功
。
心
の
籠
も
っ
た
弔
辞
に
会
葬
者
も

涙
を
誘
わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

駆
け
出
し
て
桜
吹
雪
を
幼
子
は
両
手
広
げ

て
抱
か
ん
と
す
る

大
平
　
牧
子

﹇
評
﹈
幼
子
の
様
子
が
動
的
に
詠
わ
れ
て

い
る
。
初
句
か
ら
は
歓
声
ま
で
も
が
聞

こ
え
て
来
る
。

祭
り
終
へ
法
被
姿
の
若
者
が
酒
酌
み
交
す

浅
草
の
夜
れ

葛
島
　
茂
春

﹇
評
﹈
か
な
り
遅
い
時
間
な
の
だ
ろ
う
が
、

祭
り
が
終
わ
っ
た
後
の
異
様
な
静
か
さ

が
出
て
い
て
面
白
い
。

公
園
に
憩
ひ
て
お
れ
ば
風
立
ち
て
頭
上
に

ゆ
る
る
藤
の
花
房

�
木
　
文
代

鈴
蘭
の
み
づ
み
づ
し
き
芽
の
育
ち
た
り
巻

き
く
る
ま
れ
し
葉
の
ほ
ど
け
ゆ
く八

島
　
靖
夫

れ
ん
げ
咲
く
春
野
を
歩
む
人
込
み
に
母
を

捜
し
て
歩
み
て
行
か
な

松
村
美
惠
子

◆
運
動
機
能
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

参
加
者
募
集

転
倒
予
防
な
ど
を
目
的
と
し
た

体
操
を
行
い
ま
す
。

▽
７
月
４
日
〜
９
月
26
日
（
８
月

15
日
を
除
く
）
の
毎
週
水
曜
日
、

①
老
化
予
防
セ
ン
タ
ー
三
鷹
（
新

川
６
―
９
―
11
松
ビ
ル
３
階
）
＝

午
前
10
時
〜
正
午
、
②
市
民
協
働

セ
ン
タ
ー
＝
午
前
９
時
30
分
〜
11

時
30
分
。
い
ず
れ
も
全
12
回
。
利

用
料
１
回
500
円
（
市
民
税
非
課

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

介
護
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム

税
の
方
は
100
円)

。

◆
歯
ッ
ピ
ー
楽
ッ
キ
ー
教
室
の
参

加
者
募
集
！

簡
単
な
お
や
つ
作
り
と
口
の
運

動
（
健
口
体
操
）
を
取
り
入
れ
た

楽
し
い
教
室
で
す
。

▽
７
月
11
・
25
日
、
８
月
８
・
22

日
、
９
月
12
・
26
日
の
水
曜
日
、

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分
（
全

６
回
）、
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
で
。

参
加
費
600
円
。

◆
夏
の
つ
る
か
め
健
康
塾
参
加
者

募
集
！

五
感
を
使
っ
た
食
生
活
の
体
験

と
、
感
情
豊
か
な
表
情
を
つ
く
る

お
口
の
筋
力
ア
ッ
プ
を
目
指
す
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
す
。

▽
７
月
６
・
20
日
、
８
月
３
・
17

日
の
金
曜
日
午
前
10
時
〜
11
時
30

分
（
全
４
回
）、
総
合
保
健
セ
ン

タ
ー
で
。
参
加
費
400
円
。

▼
い
ず
れ
も
６
月
18
日
∑
か
ら
同

セ
ン
タ
ー
@
46
―
３
２
５
４
へ
申

し
込
む
（
４
月
か
ら
の
教
室
参
加

者
は
申
込
不
可
）。
先
着
各
20
人
。

介
護
保
険
料
通
知
書

◆
対
象

65
歳
以
上
で
次
の
①
〜

⑤
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
。
①

介
護
保
険
料
の
区
分
が
第
１
〜
３

段
階
で
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い

な
い
、
②
平
成
18
年
中
の
収
入
が

単
身
世
帯
で
160
万
円
以
下
ま
た

は
80
万
円
以
下
（
世
帯
員
が
１
人

増
す
ご
と
に
60
万
円
加
算
、
収
入

に
は
、
世
帯
全
員
の
非
課
税
所
得

も
含
ま
れ
ま
す
）、
③
自
己
の
居

住
用
を
除
き
、
処
分
可
能
な
不
動

産
を
所
有
し
て
い
な
い
、
④
200

万
円
（
２
人
以
上
の
世
帯
は
400

万
円
）
を
超
え
る
預
貯
金
な
ど
の

資
産
を
所
有
し
て
い
な
い
、
⑤
住

民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶

養
を
受
け
て
い
な
い
。

平成19年度の介護保険料（65歳以上の方）

低
所
得
者
の
方
向
け
に
、

介
護
保
険
料
の
個
別
軽
減
制
度
を
実
施
し
ま
す

◆
軽
減
後
の
保
険
料
額

左
表
の

と
お
り

▼
７
月
４
日
π

〜
20
日
ª

の
午

前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分
（
正
午

〜
午
後
１
時
を
除
く
）
に
、
①
平

成
19
年
度
介
護
保
険
料
決
定
通
知

書
（
ま
た
は
納
付
通
知
書
）、
②

平
成
18
年
中
の
本
人
と
世
帯
全
員

の
収
入
が
分
か
る
も
の
（
年
金
の

支
払
通
知
書
な
ど
）、
③
本
人
と

世
帯
全
員
の
預
貯
金
通
帳
ま
た
は

そ
の
写
し
、
④
印
鑑
、
⑤
軽
減
申

請
書
と
収
入
お
よ
び
資
産
申
告
書

（
高
齢
者
支
援
室
で
配
布
）
を
持

参
し
て
、
高
齢
者
支
援
室
へ
申
請

す
る
。

※
本
人
や
家
族
が
窓
口
に
来
ら

れ
な
い
場
合
は
、
電
話
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
後
日
審
査
の
う
え
決

定
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
同
室
@
内
線
２
６

８
７
へ
。

段階 前年収入額 軽減後保険料額

第1段階
80万円 12,000円

第2段階
以下の方 （第1段階の半額）

第3段階
160万円 24,000円
以下の方 （第2段階と同額）

※基準額…市民のみなさんが利用する介護サービスの総量や65歳以上の人数などを基に決定します。
三鷹市の平成18～20年度の基準額は48,000円で、月額に換算すると4,000円です。

65
歳
以
上

の
方
の

を
送
付

し
ま
す

対
象
は
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上
の
市
民
の
方
。

専
門
家
の
指
導
を
受
け
、
い
つ
ま
で
も
健
康
な
生
活
を
送
り
ま
せ
ん
か
。


